
　地方分権時代となった今、京丹後市のまちづくりには、主役である市民の
皆さんの力が求められています。
　「京丹後市まちづくり基本条例」は、まちづくりを進めていくうえでの
基本的な考え方やルールを示したものです。条文の中には、“当たり前のこと”
と思われるものもあるかもしれませんが、それらを市民の皆さんと市が共通
認識として持ち、連携・協力していくことが大切です。
　多くの市民参加によって作られたこの条例をもとにして、市民みんなが暮
らしやすいまちづくりを進めていきましょう。

京 丹 後 市 

「京丹後市まちづくり基本条例」制定



市（市議会、市長・市職員）

「京丹後市まちづくり基本条例」の解説

条例の構成

前文

第１章　総則（第１条－第３条）

第２章　まちづくりの基本理念及び目標

　　　　　　　　　　　　（第４条・第５条）

第３章　まちづくりの原則（第６条・第７条）

第４章　情報共有（第８条－第１０条）

第５章　市民参加（第１１条－第１３条）

第６章　市議会（第１４条・第１５条）

第７章　市長及び市職員

　第１節　市長及び市職員の責務

　　　　　　　　　（第１６条・第１７条）

　第２節　財政運営（第１８条－第２０条）

第８章　住民自治（第２１条－第２４条）

第９章　市政運営（第２５条－第３０条）

第１０章　住民投票（第３１条）

第１１章　条例の改正（第３２条）

附則
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前文

　私たちの京丹後市は、新たな地方分権時
代のまちづくりに対応するため、平成16年
（2004年）４月に旧中郡の峰山町及び大宮
町、旧竹野郡の網野町、丹後町及び弥栄町、
旧熊野郡の久美浜町の６町が合併して誕生
しました。
　市域は、丹後半島の美しい海岸線や清ら
かな河川、緑あふれる山野などの豊富な自
然に恵まれ、市内各地には『古代丹後王国』
の存在を思わせる古墳や遺跡が数多く分布
しています。そのような環境の中で私たち
は、丹後ちりめんに代表される地場産業や、
それぞれの土地に根ざした文化を育みなが
ら地域社会を形成してきました。
　京丹後市となって新たな歴史の一歩を踏
み出した今、それら貴重な地域資源を活か
しながら、全市一体となって、市民みんな
が住みやすく将来に希望のもてるまちづく
りに取り組むことが求められています。

　そのためには、自治の主役である市民一
人ひとりが市政に関心を持つとともに、市
民自らが考え、責任をもってまちづくりを
進めていく必要があります。
　また、市民と市が、それぞれの果たすべ
き役割を分担し、相互に補完しながら協働
して取り組まなければなりません。
　このような認識のもと、市のまちづくり
の基本的なことがらを定める最高規範とし
て、この条例を制定します。

　この条例制定の背景と基本的な考え方を述
べています。前段に京丹後市誕生の経緯や市
の特性を記述し、続いてまちづくりの必要性
とその進め方を、最後にこの条例が京丹後市
のまちづくりの規範として最も上位に位置す
るものであることを宣言しています。

 解 説 

【京丹後市のまちづくり】

市民
役役割割をを分分担担しし、、共共にに力力をを合合わわせせ取取りり組組みみまますす役割を分担し、共に力を合わせ取り組みます
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第１章　総則

（目的）

（用語の定義）

（条例の位置付け）

▼目的
　この条例を制定する目的は、「京丹後市
はこのようなまちづくりを行う」というま
ちづくりについての基本的な考え方を示す
ことと、まちづくりを進めるための仕組み
やルールを定めることにあります。
▼用語の定義
　この条例の中で使用する基本的な用語に
ついて、認識を共通にするための定義付け
を行っています。
　このうち（1）の「市民」には、住民票
の有無にかかわらず市内に住んでいる人、
働いている人、学校等で学んでいる人、Ｎ
ＰＯやボランティア活動等をしている人や
団体、そして会社や事業所も含まれます。
▼条例の位置付け
　市が各種のまちづくりの制度を設ける場
合には、この条例を規範としなければなり
ません。
　したがって、他の条例・規則などで定め
るまちづくりに関することがらは、この条
例に書かれていることがらと矛盾しないよ
うにする必要があります。
　また、市が総合計画を始めとするまちづ
くりに関する計画を策定する際は、この条
例の方針や意図するところに反しないよう
にしなければなりません。

 解 説 

まちづくり基本条例

市の総合計画など、まちづくりに関する計画

まちづくり基本条例

市の総合計画など、まちづくりに関する計画

▼
▼ ▼

条例に沿って策定条例に沿って策定
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第２章　まちづくりの基本理念及び目標

（まちづくりの基本理念）

（まちづくりの目標）

▼まちづくりの基本理念　
　まちづくりに対する基本的な考え方を示
しています。まちづくりは、市民の安定し
た生活環境づくりと豊かな地域社会の創造
を目指して行います。また、まちづくりは、
市民が自ら考え行動するとともに、市民と
市がいっしょになって進めていくこととし
ています。
▼まちづくりの目標
　京丹後市が目指すまちづくりの目標を
（1）から（6）まで掲げ、これらの実現に
向けてまちづくりを進めていくこととして
います。

 解 説 

まちづくりを、わたしたちは、

自 治 で進めます協 働と
じ ち きょうどう

私たちのまちのことは、
私たち市民が一番よく分
かります。まずは、私た
ちで考え行動します。

市民と市、また、市民ど
うしが目的を共有し、そ
れぞれが役割と責任を持
ちながら、お互いに補い
協力します。

お互いに支え合っ
て、安全で安心して
暮らせるまちに
したいね。

生きがいを持ち、子ど
もたちが、いきいきと
成長できるまちに
したいなぁ！

地域資源を活か
したいわ！
美しい自然環境
を残したいわ！
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第３章　まちづくりの原則

（情報共有の原則）

（市民参加の原則）

▼情報共有の原則
　まちづくりを進める上で原則となること
がらの一つとして、情報共有を掲げていま
す。
　市が持っている情報を市民に提供するこ
とはもちろんですが、市と市民相互が情報
を発信しあい、強い信頼関係を築いていく
ことが大切です。
▼市民参加の原則
　まちづくりのもう一つの原則として、市
民参加を掲げています。
　以前のまちづくりは、どちらかといえば行
政を中心に行われてきましたが、現在のまち
づくりは、市民の積極的な参加により、市
民と市がお互いに協力して築きあげていく
姿勢抜きには考えられません。

 解 説 

まちづくりの原則

情報共有

市民参加

情報を共有していることで、
市民がまちづくりに参加しやすくなります

市民と市がお互いに
まちづくりに関する情報を
出し合います

市民がまちづくりに
積極的に参加し、
まちづくりの主役となります
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第４章　情報共有

（個人情報の保護）

（情報に関する権利）

（情報共有するための制度）

▼個人情報の保護
　情報化社会が進展する一方で、個人情報
の漏えいが大きな社会的問題となっていま
す。市は市民の個人情報を扱う場合に、個
人の権利や利益が侵されることのないよう、
必要な手だてを講じなければなりません。
▼情報に関する権利
　市民は、国の法律や市の条例等で情報の
取得が制限されている場合を除いて、市か
ら情報の提供を受ける権利があります。
　また市民は、自らが市に求めて情報を取
得する権利があります。
▼情報共有するための制度
　市民と市の情報共有を進めるために、市
は条文に掲げる４項目の制度を充実させ、
市民が平易にそして安心して情報の受発信
ができるように努めなければなりません。

 解 説 
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第５章　市民参加

（市民の権利）

（市民の役割）

（青少年の権利）

▼市民の権利
　市民こそが京丹後市のまちづくりの主役
であり、すべての市民がまちづくりに参加
する権利があることを明らかにしています。
▼市民の役割
　市民は、自らがまちづくりに参加するこ
とが、この条例の理念に沿ったまちづくり
に繋がるということを自覚して積極的な参
加に努めるとともに、参加にあたっては責
任を持って発言し行動する必要があります。
　また、市民どうしは、みんなで一緒にな
ってまちづくりを進めていくという気持ち
を持って、お互いを尊重し合うことが必要
です。
　さらに、市内で事業を行う会社等は、自
らも地域社会の構成員であるとの認識のも
と、まちづくりへの参加が求められます。
▼青少年の権利
　次代を担う青少年は、まちづくりの重要
な構成員であり、それぞれの年齢にあった
関わり方で、まちづくりに参加することが
できます。

 解 説 

まちづくり

市民
（青少年）

市民
（事業者）

市民

参加参加

参加 参加

市民
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第６章　市議会

（市議会の責務）

（市議会議員の責務）

▼市議会の責務
　市の意思決定機関である市議会は、市民
の代表機関として責任と展望をもった活動
を行うとともに、市民参加による議会活動
を推進するために、広範囲な市民意見の聴
取に努める必要があります。
　また、市議会は、議会での議決結果はも
とより、そこに至るまでの経過を市民に説
明する責任があります。
▼市議会議員の責務
　市議会議員は、議員としての活動を通じ
て市民本位のまちづくりの推進に努める必
要があります。
　また、市民全体の代表者として、公正誠
実に務めを果たすことで、市民の信頼に応
えなければなりません。
　さらに、まちづくりの推進のためには、
議員自らが進んで政策の提言・提案に努め
る必要があります。

 解 説 
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第７章　市長及び市職員

第１節　市長及び市職員の責務

（市長の責務）

（職員の責務）

第２節　財政運営

（財政運営の基本）

（財政状況の公表）

（財産管理）

▼市長の責務
　自治体の代表者である市長は、市民の負
託に応え、目標とするまちづくりを実現す
るために、国の法律や市の条例等に従って
公正誠実にまちづくりを進めなければなり
ません。
　また、市長はまちづくりを進めるに当た
って、自らの補助機関である市職員をしっ
かりと指導し育てていかなければなりません。
▼職員の責務
　市職員も一市民であり、地域住民でもあ
ります。職員は、そのことを念頭におきな
がら、市政の一翼を担う立場から、市民と
いっしょになってまちづくりを進めていか
なければなりません。
　また、職員は全体の奉仕者として公正誠
実な態度で仕事にあたるとともに、効率性
を重視した仕事を行う必要があります。
　さらに、職員は行政のプロと呼ばれるの
にふさわしい能力を発揮するために、自ら
の知識や技術の向上に努めなければなりま
せん。
▼財政運営の基本
　健全な財政を保つことは、市政運営の必
須条件です。市長は市の進むべき方向を定
めた総合計画に基づいて予算を編成すると
ともに、厳しい財政状況の中にあって効率
的な財政運営ができるよう、市が策定した
行財政改革大綱に基づいた予算の執行に努
めなければなりません。
▼財政状況の公表
　市の財政状況を市民に明らかにすること
は、行政の透明性を確保する上でたいへん
重要なことです。市長には、市の予算の策
定から決算の認定までの過程を市民にわか
りやすく説明することが求められます。
▼財産管理
　市は、どのような財産（土地、建物、基
金等）を持っているかについて市民に明ら
かにするとともに、それらの財産を良好な
状態で管理し、それぞれの財産の所有目的
に応じて最も効率的に運用しなければなり
ません。

 解 説 

●公正・誠実

●全体の奉仕者、地域社会の一員

●知識・技能等の向上

●健全な財政運営

市長・市職員
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第８章　住民自治

（住民自治の定義）

（住民自治に関する市民の役割）

（住民自治に関する市の責務）

（住民自治組織の設置運営）

▼住民自治の定義
　ここで言う一定の地域とは、区・自治会・
町内会や、それらがいくつか集まって住民
が一体感をもって活動できる範囲を指しま
す。
▼住民自治に関する市民の役割
　市民自らが、地域の自主・自立の必要性
を理解するとともに、自ら進んで地域の意
思決定に参加し、活動を行うことが求めら
れます。
▼住民自治に関する市の責務
　住民自治は、自主的・主体的に行われる
ものでなければなりません。ですから、市
はその自主性・主体性を尊重して、「必要
に応じて」支援を行うこととしています。
▼住民自治組織の設置運営
　区や自治会など既存の住民自治組織は、
既存の組織どうしで、また市民活動団体等
（ＮＰＯ、ボランティア団体、婦人会、老
人クラブ、ＰＴＡ等）を含めて新たな住民
自治組織を設置し、運営することができます。
　また、住民自治組織は、方針や計画をつ
くって活動するとともに、他の住民自治組
織との連携に努めるよう求めています。

 解 説 

市
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第９章　市政運営

（市政運営の基本）

（行政評価）

（外部監査）

（連携及び交流）

（危機管理体制の確立）

（子どもの育成）

▼市政運営の基本
　市は、市民だれもが等しくまちづくりに
参加できるための条件整備に努めなければ
なりません。
　また、市は施策を進める上で、さまざま
な場面に市民が参加できる機会を設けるよ
う努力しなければなりません。
　さらに、市は市政全般について市民にわ
かりやすく説明する必要があります。
▼行政評価
　行政評価とは、市の行っている様々な仕
事が、事業目的や費用に見合った効果を上
げているかどうかを検証する制度です。市
は行政評価を実施するだけでなく、それを
市民にわかりやすい形で公表する必要があ
ります。
▼外部監査
　市の仕事内容や財政状況をチェックする
方法として、市の監査委員による監査だけ
でなく、場合によっては専門の評価機関な
どの第三者による監査を実施できます。
▼連携及び交流
　市は、近隣市町や国、府などと情報の共
有を図り、さまざまな分野で連携・協力に
努めることとしています。
　また、国際化社会の進展にともない、ま
ちづくりにも国際的な視野の広さが求めら
れます。
▼危機管理体制の確立
　市は、大地震や大型台風の到来、新たな
感染症の流行などに備え、いざという時に
迅速かつ的確な対応が取れるようにしてお
く必要があります。
　また、市民の協力を得て、国・府など関
係機関と連携を図りながら日頃から災害等
に備えなければなりません。
▼子どもの育成
　子どもは家の宝であると同時に地域の宝、
そして市の宝でもあります。家庭や地域で、
また市も総力をあげて、次代を担う子ども
たちの健全育成に取り組まなければなりま
せん。

 解 説 
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第１０章　住民投票

（住民投票）

▼住民投票
　市は、市政にかかわる重要なことがらに
ついて、市民の意思を直接確認するために、
議会の議決によって制度を設け、住民投票
を実施することができます。
　また、市長は投票結果の取り扱いをあら
かじめ明らかにすることとしており、市民
は投票結果がどのように扱われるのかを事
前に承知したうえで投票を行うことができ
ます。

 解 説 

第１１章　条例の改正

（条例の検討及び見直し）

▼条例の検討及び見直し
　この条例は、時代とともに育っていく条
例と位置付けています。時代経過に即した
条例に育てていくため、一定期間内（４年
以内）ごとに見直しを行うこととしていま
す。
　また、市民参加によってつくり上げられ
たこの条例は、見直し作業においても、市
民参加によって行われる必要があります。

 解 説 

　この条例の制定に当たっては、公募による市民の皆さんで組織する「京丹後市まちづくり基本
条例の制定をすすめる会」と市が協働してアンケートやフォーラム、意見交換会などを実施し、
多くの市民の参加を得て取り組みを進めました。

京丹後市 企画政策部 行財政改革推進課
〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889　　　　　　TEL 0772-69-0050/ FAX 0772-69-0901
http ://www.c ity .kyotango.kyoto . jp　　　　　　E-mail : gyokaku@city.kyotango.kyoto.jp

意思 市民


